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1. ご挨拶 

海外に拠点がある企業にとって、現地従業員との労務問題は避けて通ることはできません。現地従業員と

の労務問題が交渉で完結しなかった場合には、労働審判や裁判手続き等に移行することも考えられます。 

労務問題発生後、どのような措置を取ることができるのかについて、あらかじめ知識を得ることは、予防法務

の観点からも重要です。 

そのため、本号では、各国の労務紛争解決手段の概要について紹介いたします。 

過去の Newsletter はこちら 

 

 

1. 日本からの参加にオススメ、TNY Group 『メキシコ法務』出版記念ウェブセミナー 

 私ども TNY グループは、先月、書籍『メキシコ法務』を出版いたしました。 

（http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001434/005/P/） 

 こちらの出版を記念し、ウェブセミナーを開催いたします。 

 

【ウェブセミナー詳細】 

日 時 : 2023 年 11 月 14 日（火）午前 9 時 30 分～午前 11 時（日本時間）/2023 年 11 月 13 日(月)

午後 6 時 30 分～午後 8 時（メキシコ中央時間） 

場 所 : オンライン（ZOOM）による実施 

参 加 費 : 4000 円（メキシコペソでの支払いを希望される場合には 500 メキシコペソ）。いずれも税別 

特 典 : 参加者には本書を無料で差し上げます。 

内 容 : 本書のうち、特に重要な内容や近時の法改正等について紹介予定です。 

講 師 : 堤 雄史、津村 亜希子 
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【申込方法】 

info@tnygroup.biz  にメールにてお申込み下さい。 

件名に出版記念セミナー参加希望と記載して、以下の情報を記載されて下さい。 

１）会社名 

２）役職 

３）メールアドレス 

４）本書の送付希望先住所 

５）メキシコ法務に関するご質問（もしあれば） 

申込締切：2023 年 11 月 8 日（水） 

※ 本書の送付をメキシコの住所で希望される場合には、数に限りがあるため先着順とさせて頂きます。 

※ 日本国内の送付については数に限りはございません。日本又はメキシコ以外の国への郵送は対応いたし

かねます。 

※ 参加費の入金確認後にウェブセミナーの URL 及び本書をお送りいたします。  

 

 

2. リアル開催＠レオン、ジェトロ主催「在メキシコ日系中小企業向け実務セミナーおよび個別相

談会」 

ジェトロ・メキシコ事務所が主催するセミナーに TNY LEGAL MEXICO の津村が登壇します。 

参加を希望される方は、下記リンクより、【11 月 2 日（木）】までにお申込みください。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【セミナー詳細】 

１ 開 催 日 時 : 2023 年 11 月 23 日（木）  

２ 開 催 形 式 : 対面  

３ 会 場 : Poliforum León（グアナファト州レオン市）  

４ 参 加 費 用 : 無料 

５ 定 員 : 70 名 

６ 対 象 : 在メキシコ日系中小企業の参加を優先（９．2）参照）  

７ 内 容 : 10:00～10:05 開会挨拶・ジェトロ事業の紹介  

10:05～10:45 講演「近年の労働法改正」 TNY LEGAL MEXICO 津村亜希子 

11:00～12:00 講演「貿易協定の活用に向けた実務」 ジェトロ・メキシコ 中畑貴雄  

12:00～12:15 質疑応答  

12:30～12:55 個別相談枠 (1) （25 分間）  
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13:00～13:25 個別相談枠 (2) （25 分間）  

13:30～13:55 個別相談枠 (3) （25 分間） 

８ 申 込 : 下記リンクより【11 月 2 日（木）】までにお申し込みください。  

ご参加者 1 名につき 1 件のお申し込みをお願いいたします。 

https://forms.office.com/r/stVfErbDvw  

 

９ 留 意 事 項 

 

: (1) 参加申込後、ご参加が難しくなった場合には、ジェトロ・メキシコ事務所まで必ず

ご連絡ください。  

(2) 本セミナーは在メキシコ日系中小企業様を対象に実施するセミナーです。中

堅・大企業様にもお申込みいただけますが、セミナー・個別相談ともに定員に達

した場合には中小企業様からのお申し込みが優先されます。中小企業の定義

は こちら をご参照ください。 

 

≪お問合せ先≫ 

ジェトロ・メキシコ事務所（担当：渡邊） 

メールアドレス：infomex@jetro.go.jp 

電話番号：+52-55-5202-7900 

 

 

1. 社外取締役、顧問契約、内部通報窓口業務のご案内 

社外取締役の重要性が高まっており、企業統治指針（コーポレートガバナンス・コード）の改定指針では東

証 1 部を引き継ぐ「プライム市場」の企業に対し、独立した社外取締役を全体の 3 分の 1（その他の市場の上

場会社においては 2 名）以上選任すべきとしています。当グループは海外経験豊富な弁護士が揃っており、

海外展開をしている又は予定がある企業に対して法的観点からの助言のみならず実体験に基づくビジネス上

の助言をできると思いますので、社外取締役を探されている場合には遠慮なくご相談ください。 

次に、法律顧問料の見直しをご検討中の方、当事務所は個々の事情に合わせて柔軟に顧問契約プランを

設定可能です。また、当グループでは 1 か国のみならず、複数国を顧問対象とするグローバル顧問契約も用

意しております。個々のご事情に沿った顧問契約を承っておりますので、遠慮なくご相談ください。 

また、当グループは顧問契約などの継続的なお取引のない方でも、案件ごとにご依頼いただけます。 

・ 法律顧問契約を解約した、顧問先がない 

・ 人員削減のため手が回らない 

・ 法務に関する事案は日本の親会社の法務部が管轄するが、現地でのサポートが欲しい、etc.… 

といった方、新規取引に関する契約書の作成やレビュー、雇用契約に関するご相談、債権回収に関するご相

談、日本語での解説、書類の用意、手続き代行など、幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください。 

内部通報窓口について、日本のみならず、当事務所の拠点がある各国でも対応可能です。近時、海外拠

点においても窓口を設ける企業が増加しており、委託先を探されている企業はご相談下さい。 

第 3．ご案内 
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2．対応業務及び対応方法 

法人のお客様がメインですが、個人のお客様にも対応しております。不動産購入、賃貸借トラブル、相続、

国際離婚、ビザ手続、証明書申請の代行など、ご不安なことがありましたらご相談ください。 

当グループは直接の面談に限らず、スカイプ及び Zoom 等の手段を利用してオンラインでの面談について

も対応しております。また、日本国内においても東京、大阪及び佐賀に事務所を有しており、ご都合の良い事

務所にお越し頂き、その事務所にて各国の事務所と繋いで対応させて頂くことも可能です。 

また、海外の案件のみならず、日本国内の案件についても幅広く取り扱っておりますので何かございました

らお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

3．ジェトロのプラットフォームコーディネーター事業、中小機構の国際化支援、神戸市海外ビジ

ネスセンターのご案内 

 当グループのマレーシア事務所、メキシコ事務所及びバングラデシュ事務所はジェトロのプラットフォームコ

ーディネーターに選任されております。https://www.jetro.go.jp/services/platform/（各国・地域ページをご覧

ください） 

 また、当グループのメンバーが、中小機構の中小企業アドバイザー（新市場開拓）に選任されております。 

共同代表： 永田貴久弁護士、堤雄史弁護士 

メキシコ事務所： 津村亜希子ゼネラルマネージャー 

マレーシア事務所：荻原星治弁護士、西谷春平弁護士 

バングラデシュ事務所：藤本抄越理リーガルコンサルタント  

 フィリピン事務所の金子知史弁護士は、2022 年度に続き、2023 年度も、神戸市海外ビジネスセンター・アド

バイザーに選任されております。 

 当グループ共同代表の堤雄史弁護士が、ジェトロの「新輸出大国エキスパート業務（法務分野）」の専門家

に選任されております。 

 上記事業の利用要件を満たせばこれらの制度を利用して無償で相談可能ですので、是非積極的にご活用

下さい。 恐縮ですが、これらの制度の利用を希望される方は、ジェトロ、中小機構又は神戸市海外ビジネスセ

ンターにご連絡頂きますようお願いいたします。 
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１．日本 

(1) 労働紛争解決手段について 

 日本において、労働紛争が発生した場合、同紛争の解決のためには、主に、裁判外での交渉（行政機関に

よるあっせん手続きを含む）、労働審判、民事訴訟の手続きを採ることが考えられます。 

 

(2) 各手続きの概要 

 ア 行政機関によるあっせん手続きについて 

  紛争調整委員１名により実施され、事業主と労働者の双方が話し合いによる合意を目指します。もっとも、

同話し合いはあくまで当事者の任意によるものであり、片方当事者が不参加の場合には、同手続きは終了す

ることになります。 

  仮に双方で合意がなされた場合、同合意は法的には民事上の和解契約と位置付けられ、同合意のみを

理由に強制執行等を行うことはできません。 

 

 イ 労働審判について 

  労働審判とは、労働審判委員会（労働審判官（裁判官）１名、労働審判員（労使）2 名）により実施され、事

業主と労働者の双方が、主張・立証をしつつも、話合いによる合意を目指して、3 回以内の期日で終結するこ

とを想定した手続きです。民事訴訟に比べて、早期かつ柔軟な解決ができるため、労働者や事業者双方にと

第 4．労務紛争解決手段の概要 
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って重要な手続きであるといえます。 また、合意内容は裁判上の和解と同じ効力を持ち、強制執行を行うこと

も可能です。 

  労働審判手続中に調停が成立しない場合には、労働審判が下されることになり、当事者のどちらかから異

議が出される場合には訴訟手続きに移行します。 

 

 ウ 民事訴訟について 

  労働紛争を最終的に解決する手段として、民事訴訟を提起することが考えられます。 

行政機関によるあっせん手続きや労働審判と異なり、両当事者の主張・立証を踏まえて、裁判官による最

終的な結論が出されることが大きな特徴といえます。 

民事訴訟においては、両当事者が期日までに、準備書面や反論の書面を提出し、場合によっては証人尋

問を行うこともあるため、紛争解決が長期化するケースも多いです。 

なお、民事訴訟に移行した後であっても、必ずしも判決まで行われるわけではなく、裁判の進行中に裁判

から和解勧告を受けることもあります。そのため、この段階に至った場合であっても、当事者間で和解を行うこ

とは可能です。 

 

(3) その他の手続きについて 

 その他、労働紛争においては、仮処分の申し立てが考えられます。具体例として、労働者から従業員として

賃金を受けとることができる地位の申し立てを行うこと、事業主からは元従業員が、競業避止義務に違反して

競業行為を行っている場合に、同競業行為を止めるよう仮処分の申し立てを行うこと等が考えられます。 

 また、労働組合による団体交渉手続きも考えられます。労働組合による団体交渉は、労働者の労働条件の

向上を目指して行われることが多く、事業主が正当な理由なく団体交渉を拒否、または不誠実な対応をした

場合には、違法とされます。 

  

 

２．タイ 

(1) 労働紛争解決手段について 

 タイの労働紛争解決手段のうち、労働者が労働問題に関する申立てを行う手段としては、労働監督官への

申立て、労働関係委員会への申立て、労働裁判所への提訴の 3 つが考えられます。 

 

(2) 各手続きの概要 

 ア 労働監督官への申立て 

  使用者が労働者保護法に定める金銭の受領にかかる権利について違反または履行しなかった場合にお

いて、労働者は、労働者の就業場所または使用者の居住地の労働監督官に対し、申し立てを行うことができ

ます。同申立てが行われた後、労働監督官による事実調査が行われ、労働者に金銭を受領する権利があると

判断した場合には、監督官は使用者に対し、当該金銭を支払うよう命じることになります。 
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   使用者が同命令に不服がある場合には、命令を知った日から 30 日以内に労働裁判所に訴訟を提起する

ことが可能です。 

 

 イ 労働関係委員会への申立て 

  使用者が労働者の労働組合員としての活動を不当に妨害した場合において、労働者は当該行為があっ

た日から 60 日以内に労働関係委員会に申し立てを行うことができます。当該申立てを行った後、労働関係委

員会は審理を行い、使用者に命令を下すことになります。 

  同命令に対し、不服がある場合には、同委員会に異議申し立てを行うことができ、同異議に対する委員会

の決定に不服がある場合に、労働裁判所への異議申し立てを行うことが可能です。 

 

 ウ 労働裁判所への提訴 

タイでは、一般民事を取り扱う裁判所は別に労働裁判所が設置されています。タイの労働裁判は、裁判官

と補助官によって実施されます。補助官とは、裁判官とともに職務を遂行するため特別に選任された者であり、

日本の労働審判員と似た制度です。補助官は使用者側、従業員側に区別され、必ず同数とされます。 

したがって、タイの労働裁判は、通常、裁判官 1 名、補助官 2 名（使用者側 1 名、従業員側 1 名）合計 3 名

という構成で実施されることが一般的です。訴訟提起後、第 1 回期日では、和解の機会が持たれることが通常

であり、和解がまとまりそうであれば、その後、第 3 回期日までは、和解期日として設定されることが一般的で

す。 

なお、タイでは、労働裁判所への提起が無料であり、かつ法律の知識が無い者に対しては、裁判所の職員

が訴状作成の手助けをしてくれるため、労働者にとっては労働裁判を提起することへのハードルは低く、使用

者にとっては訴訟を提起されるリスクは日本に比べて高いといえます。 

 

（3）その他の手段 

 その他の労働者が取りうる手段として、団体交渉があります。 

同手続きは、労働者または使用者が相手方に対し、要求書を提出することから開始します。その後、3 日以内

に交渉が合意に達しなかった場合には、労働争議が発生したとみなされ、労働争議調停官への通知を行い

ます。労働争議調停官は 5 日以内に合意のために調停を行い、調停が成立しない場合には、労働争議仲裁

やストライキやロックアウト等の争議行為に移行することになります。 

 

 

３．マレーシア 

マレーシアにおいて、労務紛争を扱う手続としては、主に、1955 年雇用法（Employment Act 1955）に基づく

労働裁判所（Labour Court）、1967 年労使関係法(Industrial Relations Act 1967)に基づく人的資源省労使関

係局の斡旋及び産業裁判所（Industrial Court）があります。 
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（1） 労働裁判所 

労働裁判所は、雇用法に基づき、労働者に対する賃金の支払い等を取り扱う、人的資源省労働局が所管

する準司法機関です（雇用法 69 条）。労働者は、労働裁判所において、職場における差別に関する請求を

行うこともできます（同法 69F 条）。労働裁判所では、労働局担当官が裁判官の役割を果たします。労働裁判

所は、労働組合による苦情処理制度を持たない労働者の権利を保護する役割を担っています。 

 

（2） 人的資源省労使関係事務局の斡旋 

使用者又は労働組合は、労務紛争が存在し、又はそのおそれがある場合において、解決されない場合に

は労使関係事務局長に報告することができます（労使関係法 18 条(1)）。また、労使関係局長は、労務紛争が

存在し、又はそのおそれがある場合において、公共の利益のために必要と判断した場合には、紛争解決のた

めの必要な手続きをとることができます（同法 18 条(3))。労働関係局長は、紛争が解決できないと思料する場

合は、人的資源省相に通知します（同法 18 条(5)）。人的資源省相は、適切であると思料する場合には、案件

を産業裁判所に付託します（同法 20 条(3)）。 

 

（3） 産業裁判所 

産業裁判所は、労使関係法 21 条に基づいて設置された、労使間の紛争、労働組合と使用者間の紛争及

び同法に基づく権利義務関係違反に関する紛争等の労働紛争を扱う特別裁判所です。産業裁判所の審理

においては、個別の案件ごとに、裁判官と労使委員 2 名で構成されます（同法 22 条(1)）。 

産業裁判所は、下級裁判所としての機能を有しているため、産業裁判所の判決に不服の場合には、高等裁

判所に上訴することができます（同法 33A 条(1)）。 

  

  

４．ミャンマー 

(1) 労働紛争解決法の概要 

労働紛争法（The Trade Disputes Act, 1929）を改定する形で、2012 年 3 月 28 日に労働紛争解決法が制

定されました。その後、2019 年 6 月 3 日、労働紛争解決法第 2 次改正法（以下、「改正法」という。）が成立し

ました。同法は労働紛争の解決方法や職場調整委員会などについて規定しています。 

 

(2) 労働紛争解決の流れ 

30 人以上の労働者がいる事業所の場合、使用者は職場調整委員会を設置しなければなりません。職場調

整委員会の構成は労働組合の有無によって異なります。 

労働組合が設置されている場合には、組合から 3 名の代表者及びこれと同数の使用者代表から委員を選出

する必要があります。 

 労働組合が設置されていない場合、労働者が選出した労働者代表 3 名及び使用者代表 3 名を選出する必

要があります。 
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労働者が、30 名未満であるために職場調整委員会が設置されていない場合、使用者が労働者の苦情に

ついて対応しなければなりません。労働者が、使用者に対し、苦情を申し立てた場合、使用者は 7 日以内に

解決しなければなりません。 

 職場調整委員会において解決できない場合、紛争解決の流れは以下のとおりです（図１参照）。 

 

労働紛争解決法に基づく団体紛争解決の流れ 

 

職場調整委員会 

設置者：使用者 

設置単位：30 人以上の労働者がいる事業場 

               ↓ 

調停機関 

設置者：管区または州政府 

設置単位：管区または州内のタウンシップ 

               ↓ 

紛争解決仲裁機関 

設置者：労働省 

設置単位：管区または州 

               ↓ 

紛争解決仲裁評議会 

設置者：労働省 

設置単位：国 

 

 当事者は、本法に基づく機関において審理中であっても、刑事または民事裁判を提起することを妨げられま

せん。 

 

 

５．メキシコ 

(1) 概要 

メキシコの労働紛争は、原則、連邦労働調停登録センター（Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral; CFCRL）または州の調停センターによる調停を行い、それでも解決できない場合に、労

働裁判所にて審判を図り解決します。ただし、以下に関連する事案は、調停を経ることなく、労働裁判所での

裁判による解決を図ることとなります。 

‧ 妊娠を理由とした雇用や就業に関する差別、性別、性的指向、人種、宗教、民族的出身等による差別

や嫌がらせ 

‧ 労働者が死亡した場合の受益者の指名 

‧ 労災、出産、病気、障害、育児に関する社会保障の利益 
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‧ 団結の自由、団体交渉権の保障、労働者の人身売買や強制労働、児童労働に関連する基本的権利

と公共の自由の保護 

‧ 労働協約の所有権をめぐる紛争 

‧ 労働組合規約やその修正への異議申立 

なお、調停センターには CFCRL と州調停センターがあり、労働裁判所も連邦労働裁判所と州労働裁判所

あります。連邦機関が管轄する産業は次のとおりです。 

繊維業、電気産業、映画産業、ゴム産業、製糖産業、鉱業、冶金及び鉄鋼業、炭化水素産業、石油化学産

業、セメント産業、石灰産業、電子・機械部品を含む自動車産業、製薬化学・医薬品を含む化学産業、紙パ

ルプ産業、植物油脂産業、食品製造・加工業、飲料水製造業、鉄道、製材・合板・集成材の製造を含む伐採

産業、鍛造ガラス版やガラス容器製造に係る焼き付けガラス産業、たばこ産業、銀行業、貸付業 

このほか、連邦政府が管理する企業や、連邦政府調達先企業等における紛争、上述以外の産業にかかる

事案であって 2 つ以上の州にまたがる事案や労働者に対する教育訓練、安全衛生に関する事案は、連邦機

関の管轄となります。 

 

(2) 調停 

調停は、CFCRL または州調停センターへの書面または電子的方法による申立によって開始されます。調停

センターは申立の受理から 15 営業日以内に調停を実施しなければならず、調停期日は使用者に対して 5 営

業日前までに通知されます。なお、調停が、両当事者によって調停センターに直接申し立てられた場合、調

停は即日行われるか、または申立から 5 営業日以内に調停期日が定められ通知されることとなります。 

調停では、調停人によって、和解合意案が提案され、これに両者が合意した場合は、和解合意書が作成さ

れ、両当事者には認証謄本が渡されます。また、調停議事録の認証謄本も提供されます。両者が合意に至ら

ない場合、十分な調停が尽くされたとする証明書が発行されます。 

調停期日に当事者の一方または両方が正当な理由によって出席しない場合は、期日はその日から 5 営業

日以内の間で延期され、新たな期日が通知されます。正当な理由なく被申立人が欠席した場合、十分な調停

が尽くされたとする証明書が発行され、正当な理由なく申立人が欠席した場合は、手続が中止されます。いず

れの場合も、労働者は再度調停を申し立てる権利を有します。 

 

(3) 労働裁判 

労働裁判は、大きく通常手続と特別手続に分けられ、以下に関する紛争は特別手続が、それ以外の紛争

は通常手続が取られます。 

‧ 非人道的で過度な長時間労働 

‧ メキシコ国外での労務の提供においてメキシコ国内で締結された雇用契約書の承認 

‧ 使用者が労働者に賃貸する住居、使用者が労働者に提供する教育・訓練、労働者の勤続年数や勤

続手当 

‧ 船員における予め定めた場所への移送、船舶の押収や毀損等による雇用関係の終了の際の船員の

権利や補償、船舶の残骸や貨物の回収を船員が行う場合の給与等 
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‧ 航空機乗務員の異動に伴う費用負担や航空機が使用できなくなった場合の移動にかかる賃金や費用 

‧ 労働災害による障がいや死亡への補償や産業医の選任に起因する紛争 

‧ 給与 3 カ月分を超えない額の給付や福利厚生に関する紛争 

‧ 死亡または失踪時の給与等の受取人に関する紛争 

‧ 社会保障に関する紛争 

通常手続は、次の流れで進められます。 

i) 提起 

原告は、原告や被告に関する情報、要求の内容、要求の根拠となる事実等を記した書面を提出します。

なお、一部の例外を除き、当該書面には、調停センターが発行した「十分な調停が尽くされたとする証

明書」を添付する必要があります。 

ii) 答弁及び反訴 

労働裁判所は、当該書面の受理から 5 営業日以内に被告を召喚し、書面や添付された証拠の写しを

提供します。被告は、写しの受領から 15 営業日以内に正確に事実を押さえ原告の主張に全て答える

内容の答弁書と十分な証拠を提出しなければなりません。また、被告は、この時、反訴を提起すること

もでき、労働裁判所は、反訴を認める場合、15 営業日以内に原告を召喚し、反訴原告の反訴状や証

拠の写しを提供します。この場合、原告は、15 営業日以内に答弁書と証拠を提出しなければなりませ

ん。 

iii) 異議等の申立 

提出された答弁書や証拠の写しは、原告に提出され、原告は 8 営業日以内に、これに対する異議や

その証拠を書面で提出しなければなりません。提出された異議等は、その写しが被告に提出されます。

被告は、5 営業日以内にこれに対する異議やその証拠を書面で提出します。反訴が提起された場合、

その反訴についても同様となります。 

iv) 予備審理 

異議や証拠の提出期間を経過すると、10 営業日以内に予備審理の期日が設けられます。予備審理

では、手続の正当性の検証や証拠の確定、争いのない事実の確定、審問期日の決定等が行われ、合

意書が作成されます。 

v) 審理 

合意書の作成から 20 営業日以内に審理の期日が設けられます。審理では、証拠の開示と確定、当事

者の弁論を行い、判決が下されます。 

なお、被告が原告の主張を認める場合、その日から 10 営業日以内に審理の期日が設けられ、判決が

下されます。 

特別手続の流れも、通常手続と同様ですが、答弁書の提出期間は 10 営業日、被告の答弁書に対する原

告の異議等の提出は、答弁書等の写しの受領から 3 営業日以内に設定されています。労働裁判所は、異議

や証拠の提出期間経過後 15 営業日以内に、証拠や論点を確定するための命令を出します。また、必要があ

る場合には、10 営業日以内に予備審査を設定することができます。 
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 (4) 経済的性質の集団紛争 

労働協約（contrato colectivo や contrato-ley）における新しい労働条件の実施や労働条件の変更（正当化

する経済的要因がある場合や、生活費の上昇が収入と労働に不均衡をもたらす場合に認められ）、集団的労

働関係の中断や終了（不可抗力や使用者の死亡に起因する場合、使用者に帰責事由のない原材料の不足、

資金不足や破産等の事由がある場合に認められる）を目的とする紛争は経済的性質の集団紛争として扱わ

れ、労働協約を締結している労働組合、労働者の過半数または使用者が提起することができます。 

この場合の労働裁判は、ⅰ)書面による提起、ⅱ)被告による答弁（15 営業日以内）、ⅲ)原告による応答（答

弁から 5 日営業日以内）、ⅳ)審問（25 営業日以内）期日より 10 日前までに専門家による証拠や意見を提出

させることができる。ⅴ)判決（30 営業日以内）と進められます。 

 

 

６．バングラデシュ 

 バングラデシュでは、2006 年バングラデシュ労働法（以下「労働法」という）と、EPZ に適用される EPZ 労働

法にて、労務紛争解決について定められています。 

 

(1) 2006年バングラデシュ労働法 

 労働者・使用者は、労働法に基づく権利について争いがある場合、書面において相手に通知しなければな

りません（210 条 1 項）。本通知を受領して 15 日以内に、使用者と労働者との間で会議を開く必要があります。 

(a) 調停・仲裁手続 

 会議が開かれない場合、又は、最初の会議から１か月経過しても和解に至らない場合は、調停手続きを申し

立てることができます（210 条 4 項）。調停に付された場合、10 日以内に調停が開始されます（同条 6 項）。調

停による和解が 30 日以内に成立しない場合、調停人は、当事者に対し、仲裁に進むよう説得し、両当事者が

仲裁に合意した場合、調停を仲裁に付するよう請求します（同条 9 項，同条 12 項）。 

 仲裁に付された場合は、30 日以内に、仲裁人が裁定を下さなければなりません（同条 14 項）。裁定は最終

的なものとし、上訴はできません（同条 16 項）。 

 

(b) 労働裁判所による手続き 

 各当事者は、労働裁判所に権利の執行を求めて訴えることができます（213 条）。労働裁判所は、訴訟が提

起されてから 10 日以内に、相手方に供述書または反論書を提出するよう指示します（216 条 3 項）。相手方

が、定められた又は延長された期間内に供述書または反論書を申し立てなかった場合、当事者の一方だけ

で審問し、処理されます（同条 5 項）。相手方が審理に欠席した場合も同様です（同条 8 項）。労働裁判所は、

当事者が書面にて延長に合意しない限り、訴訟が提起されてから 60 日以内に判決、決定または裁定をしま

す（同条 12 項）。 
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 労働裁判所の判決に異議がある場合は、60 日以内に労働上訴審判所に訴訟を提起することができ、労働

上訴審判所の決定が最終判決となります（217 条）。審理については、民事訴訟法の規定に従います（218 条

7 項）。労働上訴審判所は、申し立てに基づき、労働裁判所の決定を確定、変更、棄却または再審理のため

に労働裁判所に差し戻すことができます（同条 10 項）。労働上訴審判所は、訴訟が提起されてから 60 日以

内に判決を下します（同条 11 項）。 

 

(2) EPZ 労働法 

(a) 調停・仲裁手続き 

 調停・仲裁手続きまで、労働法と同様ですが（124 条 1 項、2 項）、15 日以内に使用者と労働者で和解に至

らなかった場合、調停を依頼することができます（126 条）。15 日以内に調停人による和解が成立しなかった場

合、使用者又は団体交渉人は、30 日の事前通知にて、ストライキ又はロックアウトを実施することができます

（127 条 1 項）。同通知は、調停人にも送付されるものとし（128 条 1 項）、調停人は、ストライキまたはロックアウ

トを実施が、法律が定める要件を満たしていると判断した場合（同条(2)）、調停を開始します（129 条 1 項）。ス

トライキ又はロックアウトに記載した期間内に調停による和解に至らなかった場合、調停人は、当事者に対し、

仲裁に進むよう説得し、両当事者が仲裁に合意した場合、調停人と当事者が仲裁を請求します（130 条 1 項、

2 項）。労働法と同様に、仲裁に付された場合は、30 日以内に、仲裁人が裁定を下さなければならず（同条 3

項）、裁定は最終的なものとし、上訴はできません（同条 5 項）。 

 

(b) EPZ 労働裁判所による手続き 

 労働法にて、政府は、EPZ の労使紛争に対応する EPZ 労働裁判所を設立することが出来ると規定されてい

ますが（133 条 1 項）、現時点で設立されておらず、EPZ での労使紛争も、上記の労働裁判所と同様の手続き

になると解されます。なお、EPZ 裁判所では、申立てが提起されてから、25 日以内の決定、異議がある場合は、

30 日以内に EPZ 労働上訴審判所に訴訟を提起することができます（135 条 2 項、3 項）。 

 

 実務では、労働者が、調停・仲裁手続きを経ずに、労働裁判所に訴える例は少なく、基本的に労働雇用省

の傘下の工場・事業所監督局（Department of Inspection for Factories and Establishments（DIFE））に相談し、

同局による調停手続の通知が来ることになります。なお、通知が発行されてから会社による受領まで数日要す

ることが多く、通知が来てから、必要書類の提出や聴聞の期日まで準備の余裕がない場合が多くみられます。 

 労働訴訟は非常に件数が多いにもかかわらず裁判所が少ないこと、当事者の欠席、労働裁判所への出席

者の欠席で期日が遅延することから、労働法で定められた期間では終わらないことが課題となっています。 

 

 

７．フィリピン 

(1) フィリピンにおける労務紛争解決手段の概要 

フィリピンにおいて使用者と労働者の間で紛争が生じた場合は、まず、フィリピン労働雇用省（Department 
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of Labor and Employment 以下「DOLE」といいます。）における解決を試み、DOLE において解決できない場

合は、フィリピンの裁判所で労働裁判を実施するという流れで解決するのが一般的です。以下では、DOLE 及

び裁判所における労務紛争の解決手続きについて解説いたします。 

 

(2) DOLE における紛争解決手続 

DOLE は、フィリピンにおける雇用関係について規制や監督を行う官庁組織に位置づけられます。DOLE

の主要な役割のひとつとして、労働者保護が挙げられており、フィリピンの労働者が権利侵害を主張する窓

口としても機能しています。 

 

DOLE においては、シングルエントリーアプローチ（the Single Entry Approach 以下「SEnA」といいます。）と

呼ばれる手続から開始されます。SEnA は、労働問題が本格的な紛争に発展するのを防ぐことを目的として、

効率的、迅速、安価、かつアクセスしやすい方法で労働問題を解決する仕組みです。 労働者は、最初に

SEnA プログラムの目的と手順について面接を受け、必要な RFA フォームに記入します。フォームが提出され

た後、シングルエントリーアシスタンスデスクオフィサーと呼ばれる職員(以下「SEADO」といいます。)が、論点

を整理します。SEADO は、和解合意を促進するために、必須の 30 日以内に必要な数の会議を開催すること

ができ、この 30 日間の期間は、当事者の相互の合意により最大 7 日間延長することが可能となっています。  

SEnA において紛争が解決できなかった場合は、次の手段として、労働仲裁人選任を申し立て、解決を図りま

す。仲裁人は、すでに提出された証拠や当事者の主張に基づいて、決定を下すことができます。  

 

労働仲裁人の決定は、受領から 10 日以内に、全国労働関係委員会（National Labor Relations 

Commission 以下「NLRC」といいます。）に不服申立てをすることができます。不服申立てを行わない場合は、

労働仲裁人の決定が確定し、執行力をもつ場合があります。 

 

(3) 裁判手続による紛争解決 

DOLE での判断に不服がある当事者は、訴訟へ移行して紛争解決を図ります。フィリピンにおける裁判所に

対して訴えを提起し、高等裁判所において審理されます。通常の訴訟手続と同様に、不服がある場合は上級

審への申立てを行います。 

 

  

８．ベトナム 

（1） ベトナムの法規制における「労働紛争」の定義と分類 

労働紛争とは、労働関係の成立、履行又は終了の際に生じる各当事者間の権利、義務、利益に関する紛

争や、各労働者代表組織間の紛争、そして労働関係に直接関連する事態に関わる紛争をいいます。ベトナム

の労働法規において、労働紛争は以下の 3 つの類型に分類されています。 

① 個人労働紛争 
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労働者と使用者、契約により海外へ派遣される労働者と派遣団体、派遣労働者と派遣先使用者との間

の紛争 

② 権利に関する集団的労働紛争 

労働者代表組織と使用者、又は労働者代表組織同士の間での、(a)集団労働協約、就業規則、その他

使用者と労働者間の合意の解釈や履行に関する意見の相違がある場合、(b)労働法規の解釈や運用に

関する意見の相違がある場合、又は(c)使用者の労働者に対する差別、労働者代表組織への干渉や影

響、交渉の誠実な遂行に対する違反といった違法行為に起因する場合における紛争 

③ 利益に関する集団的労働紛争 

団体交渉の過程で生じる紛争、又は、一方の当事者が交渉を拒否した場合や法定期限内に交渉を行

わなかった場合に生じる紛争 

 

(2) 労働紛争の解決手段 

① 省レベル人民委員会主席が任命する労働調停人による調停 

 労働紛争を法的手続により解決しようとする場合、当事者は、まず、労働調停人による調停手続を申し立

てなければなりません。但し、以下に該当する場合は、調停手続を申し立てる必要はありません。 

・ 懲戒解雇、雇用契約の一方的解除に関する紛争 

・ 雇用契約終了時の損害賠償および手当に関する紛争 

・ 家事従事者と使用者との間の紛争 

  なお、家事従事者とは、1 世帯または複数の世帯のために、定期的に仕事（料理、家事、ベビーシッター、

看護、年長者の介護、運転、園芸、その他の家庭のための仕事であって、商業活動に関連しないもの）を行

う人のことをいいます。 

・ 社会保険、健康保険、失業保険、労働災害保険、職業性疾病保険に関する規定に関する紛争 

・ 契約に基づいて海外に派遣された労働者と派遣団体との損害賠償に関する紛争 

・ 派遣労働者と派遣先使用者との間の紛争 

② 省レベル人民委員会主席の決定による多数の委員（最少 15 名）からなる労働仲裁評議会への申立て 

 労働調停人による調停手続を行なっても関係当事者が紛争に関して相互に合意に達することができない

場合、又は労働調停人が調停を行うよう要請を受けた日から 5 営業日以内に調停を開始することができな

い場合には、労働仲裁評議会による決定を求めることができます。 

③ 人民裁判所を通じた解決 

 利益に関する集団的労働紛争の場合を除き、当事者は、労働仲裁評議会による解決の代わりとして、又

は労働仲裁評議会が定められた期間内に紛争を解決できない場合に、労働紛争について裁判所に訴えを

提起することができます。 

④ ストライキの実施 

 利益に関する集団的労働紛争が、労働調停人又は労働仲裁評議会によっても解決できない場合、労働

者はストライキを行うことができます。合法的なストライキは、労働者代表組織によって組織及び主導され、法

定の手続に従う必要があります。 
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９．インド 

 (1) 概要 

 インドにおいて労働紛争手続は、産業紛争法（The Industrial Disputes Act,1947）に規定しています。労働

争議（産業紛争）（Industrial dispute）とは、使用者同士、使用者と労働者（ワークマン）、労働者（ワークマン）

同士の間での雇用条件等についての争議をいいます（産業紛争法 2 条）。産業紛争法では、解決手段として

調停、仲裁、労働審判、労働裁判を規定しています。 

 なお、経営や監督を行うポジション等のノンワークマンについては、産業紛争法の労働者には該当せず、同

法に基づく紛争解決手続は適用されません。 

 

(2) 仲裁手続について 

 使用者及び労働者は書面での合意により労働争議を仲裁廷に付託することができます（産業紛争法 10A 条

1 項）。ただし、労働審判又は労働裁判が申立てられた後は、仲裁を行うことができません。一般的に、労働審

判や労働裁判は、労働者側に有利な判断がなされやすいといわれており、使用者側としては、これら審判や

裁判を避けるために仲裁を選択することも考えられます。 

 仲裁人は、仲裁において法律上の問題を労働審判所に付託し当該法律上の問題について判断を得ること

ができ、この場合、仲裁廷は当該労働審判所の判断に従う必要があります（産業紛争法 10E 条）。 

 

(3) 労働審判・労働裁判の申立てについて 

 労働争議の当事者は、共同又は個別に所定の方法で当該紛争を労働裁判所（Labour Court）、労働審判

所（Tribunal）又は全国労働審判所（National Tribunal）に申立てることができます（産業紛争法 10 条 2 項）。

労働審判の場合、当事者や事業場等が複数の施設にまたがる場合等は、全国労働審判所が利用されます。 

 労働裁判は、関係当局によって任命される 1 名の裁判官により構成されます（産業紛争法 7 条 2 項）。労働

審判も関係当局により任命される 1 名の審判官により構成されます（産業紛争法 7A 条 2 項）。 

 

(4) 調停について 

 産業紛争法では、労働争議の解決手段として調停手続における和解を規定しています。調停委員は、委員

長 1 名と関係当局が適当と考える員数 2 名又は 4 名で構成されます（産業紛争 5 条 2 項）。 

 

(5) 調停官・労働審判官・労働裁判官の権限について 

 調停官、労働審判所の審判官、労働裁判所の裁判官は、労働争議に関する調査のために、合理的な通知

を行った後に、当該労働争議が関係する事業場に立ち入ることができます（産業紛争法 11 条 2 項）。また、調

停官、審判官及び裁判官は、民事訴訟法に基づき文書の提出の強制や証人尋問等を行うことができます（産

業紛争法 11 条 3 項）。 
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１０．アラブ首長国連邦（ドバイ） 

 アラブ首長国連邦（UAE）では、労働争議に関して、私企業における労働関係に関する規則（2021 年連邦

令第 33 号。以下、「連邦労働法」といいます。）第 54 条乃至第 56 条、連邦労働法の施行に関する内閣令

（2022 年内閣令第 1 号。以下「内閣令」と言います。）第 31 条及び 32 条、並びに労働争議及び申立の解決

手続きに関する人的資源・自国民化省（Ministry of Human Resources and Emiratisation。以下「MoHRE」と言

います。）令（2022 年 MoHRE 省令第 47 号。以下「省令」といいます。）によって、個別と集団に分けて、概略

以下のような紛争解決枠組みが規定されています。なお、連邦労働法は、アブダビ首長国の Abu Dhabi 

Global Market 及びドバイ首長国の Dubai International Financial Center を除き、フリーゾーンを含める全域に

は適用されます。 

  

（1） 個別争議 

  労働者または雇用者はいずれも、雇用契約または労働法にかかる違反行為につき、その解決のため

MoHRE に申立をすることができます。申立は、違反行為から 30 日以内に行われなければなりません。

MoHRE は、申立から 14 日以内に両者の協議を進めて、和解を促進します。 

  MoHRE による協議で和解が成立しない場合、MoHRE から事件記録一式が MoHRE の意見とともに管轄

の労働裁判所に移送されます。労働者の申立が移送された場合、労働者は、移送から 14 日以内に裁判所に

審理の申立をする必要があります（省令第 47 号 3 条）。申立後 3 日以内に期日が設定され、当事者に通知

されます。ただし、違反行為から 1 年経過した問題については審理を受け付けられません。 

  なお、連邦労働法第 54 条の改正（2023 年連邦令第 20 号）の 2024 年 1 月 1 日の施行に伴い、MoHRE

は、請求が 5 万 UAE ディルハム以下、または訴額にかかわらず従前に同省が決定した和解の不履行に関す

る申立について、最終決定することができることとなります（修正第 54 条第 2 項）。この MoHRE の決定は執行

力を有するものとされますが、不服の当事者は、通知を受けてから 15 日以内に控訴裁判所に抗告することが

でき、抗告によって MoHRE の決定の執行は停止され、控訴裁判所は 3 営業日以内に期日を定め、抗告から

15 日以内に決定を行い、この決定が最終となります（修正第 54 条第 3 項）。 

 

(2) 集団争議 

  労働者の全部またはその一部の集団（100 人以上（省令第 9 条））との間での争議の場合、労働者及び雇

用者は、MoHRE に申立ができます（労働法第 58 条）。申立は争議の発生から 2 週間以内にしなければなり

ません（内閣令第 32 条）。労働者側は、3 人以上 5 人以下の代表を選出して協議に参加し、MoHRE は申立

から 30 日以内に和解を促進します（省令第 10 条）。和解が成立した場合には、労働者代表と雇用者代表が

署名した議事録が作成されなければならず、和解内容は、議事録の日から 90 日以内に履行されなければな

りません（省令第 10 条）。 
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  MoHRE における協議が不調となった場合、または当事者の一方が MoHRE での和解協議に出頭しない

場合、集団労働争議委員会が内閣決定によって組織され、事件を審理します。MoHRE での協議の記録は同

省の意見とともに同委員会に移送されます（省令第 11 条）。 

 

 

発行  TNY Group 

 【TNY グループ及び TNY グループ各社】 

・TNY Group  

 URL: http://www.tnygroup.biz/ 

・東京・大阪（弁護士法人プログレ・TNY 国際法律事務所（東

京及び大阪）、永田国際特許事務所） 

 URL: https://tny-lawfirm.com 

・佐賀（TNY 国際法律事務所） 

 URL: https://tny-saga.com/ 

・タイ（TNY Legal Co., Ltd.） 

 URL: http://www.tny-legal.com/ 

・マレーシア（TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.） 

 URL: http://www.tny-malaysia.com/ 

・ミャンマー（TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.） 

URL: http://tny-myanmar.com 

・メキシコ（TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.） 

 URL: http://tny-mexico.com 

・イスラエル（TNY Consulting (Israel) Co.,Ltd.） 

 URL: http://www.tny-israel.com/ 

・エストニア（TNY Legal Estonia OU） 

URL: http://estonia.tny-legal.com/ 
・バングラデシュ（TNY Legal Bangladesh） 

 URL: https://www.tny-bangladesh.com/ 

・フィリピン（GVA TNY Consulting Philippines, Inc.） 

 URL: https://gvalaw.jp/offices/philippines 

・ベトナム（KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) CO., Ltd.） 

 URL: https://www.kt-vietnam.com/ 

・イギリス（TNY CONSULTING (UK) Ltd.） 

 URL: https://uk.tny-legal.com/ 

・UAE（ドバイ）（Hussain Lootah & Associates ジャパンデス

ク設置） 

 URL: https://dubai.tny-legal.com/ 

・インド（TNY Services (India) Private Limited） 

 URL:  https://india.tny-legal.com 

 

 

 

Newsletter の記載内容は

2023年 10月 30 日現在の

ものです。情報の正確性に

ついては細心の注意を払っ

ておりますが、詳細につい

ては各オフィスにお問合せく

ださい。 

https://www.tnygroup.biz/index.html
http://www.tnygroup.biz/
https://tny-lawfirm.com/
https://tny-saga.com/
http://www.tny-legal.com/
http://www.tny-malaysia.com/
http://tny-myanmar.com/
http://tny-mexico.com/
http://www.tny-israel.com/
http://estonia.tny-legal.com/
https://www.tny-bangladesh.com/
https://gvalaw.jp/offices/philippines
https://www.kt-vietnam.com/
https://uk.tny-legal.com/
https://dubai.tny-legal.com/
https://india.tny-legal.com/

